
設工認作成要領（仕様表の記載）について 

１．確認事項 

仕様表の記載項目の考え方の認識に相違がないか確認したい。 

２．仕様表記載項目としての抽出手順（添付－１参照） 

①．様式－７の整理において、基本設計方針として記載する個々の事項に対し、要求事

項が「定義」／「冒頭宣言」／「設置要求」／「機能要求」／「評価要求」／「運用

要求」のいずれの要求種別に該当するかを整理する。 

②．①．で整理した要求種別が基本設計方針で表す事項か添付書類にて記載する事項か

を様式－６で整理する。 

③．①．及び②．にて抽出した設計条件となる項目について、類似機器における記載程

度を整理するため、仕様表展開表として設備分類・機種区分単位で仕様表記載項目

を抽出し、整理する。 

④．①．～③．にて整理した事項をまとめ、様式－８の設工認設計結果を整理する。

３．今後の調整 

なお、仕様表記載事項については整理を行っている状況であり、仕様表記載項目として迷

う項目・調整したいと考える項目は、適宜、面談にて確認させていただく。 
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様式６様式７

基本設計方針

添付書類

基本設計方針（案）

機能要求①

機能要求②

様式８（上覧）

様式－８作成要領（抜粋）

仕様表記載事項展開表（案）

要求種別は様式－８作成要領

に基づいて決定する

様式－６、７で作成した基本設計方針

の要求種別を様式－８にて整理し、

仕様表に記載すべき機能・性能を抽出

する

また、事業変更許可申請書にて記載し

ている仕様情報についても抽出する

抽出後、仕様表記載事項展開表（案）を

作成し、機種（機器）ごとに仕様表に記

載すべき項目を取り纏める
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